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旧正月やお休みの過ごし方 

1月は中国、ベトナムでは旧正月です。しっかり注意事

項を守って、旧正月を過ごしましょう。 

●実習はきちんと行う ※お酒を飲みすぎて、翌朝遅刻をし

たり、欠勤したりすることがないように！ 

●大人数で集まらない ※新型コロナはまだ収まっていませ

ん。新しくオミクロン株も出ています。感染対策を忘れずに！ 

●大きな声で騒がない ※近隣住民からのクレームがあると

寮を出ていかなければならない場合があります。カラオケ禁止！ 

●外出中も気を緩めない ※遊びに行って、財布をなくす人

が多いです。貴重品は大切に！ 

実習生のみなさんへ 

有給休暇管理簿 

労働基準法により、対象労働者が「年5日の年次有

給休暇の確実な取得」をすることが全企業に義務

付けられています。  

また、企業は年次有給休暇管理簿を作成し3年間保

存しなければなりません。 労働者ごとの年次有給

休暇取得の①基準日 ②日数 ③時季（有休取得日）の

記載が必要です。実習生も当然、対象となりま

す。機構の監査においても確認項目となってお

り、是正指導を受けた例もございます。  

残業過多にご注意 

実習実施機関(受入れ企業様)へ外国人技能実習機

構(OTIT)の監査員が 3年に一度定期監査を行いま

す。(トラブル発生の場合は即時)最近の監査では

残業過多について是正勧告が出されるケースが多

発しております。基本的に月 45時間を超える残業

は是正対象になりますのでくれぐれもご注意くだ

さい。技能実習生は計画に則って実習を行うこと

が原則であり、時間外労働や休日・深夜労働等、

計画外の実習をしないことが望ましいとされてい

ます。詳しくは組合スタッフまでお尋ね下さい。 

賭博（とばく）は犯罪のもと 

最近、違法賭博（いほうとばく）の事件が目立っていま

す。実習で得た給与をすべて賭博に使用し、多額の借金

をする人までいます。取られたお金は、他の犯罪に使わ

れることが多く、とても危険です。「簡単

にお金がもうかる」ことはありません！

誘いがあっても、絶対に手を出さないよ

う注意しましょう。 

上手に節約しましょう 

日本の冬は寒いですが、暖房の設定温度は「20℃」が目

安です。高い設定温度で長時間利用すると、乾燥の原因

にもなり、電気代も高くなります。家でも暖かい服を着る

などして、上手に節電・節約をしましょう。 


